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質
問
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五
） 

答

弁

第

五

号 

   

衆
議
院
議
員
田
中
武
夫
君
提
出
天
津
の
日
本
科
学
機
器
展
覧
会
の
出
品
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 
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五
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和
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井 

光 

次 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
田
中
武
夫
君
提
出
天
津
の
日
本
科
学
機
器
展
覧
会
の
出
品
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一 

本
件
十
三
品
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
三
九
、
一
六
七
ま
た
は
一
七
二
の
項
の
中

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。 

1 

別
表
第
一
の
一
三
九
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
一
、
〇
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
を
こ
え
る
周
波
数
で
使
用

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
測
定
器
）
に
該
当
す
る
も
の 

(1) 

Ｒ
Ｆ
掃
引
信
号
発
生
器
Ｍ
Ｇ
六
六
Ａ 

本
器
は
、
一
定
幅
の
標
準
周
波
数
の
信
号
を
繰
り
返
し
掃
引
発
生
し
、
電
子
機
器
の
特
性
を
測
定
す
る

た
め
の
機
器
で
、
最
高
周
波
数
は
七
、
〇
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
に
及
ん
で
い
る
。 

(2) 

ミ
リ
波
ド
ラ
イ
カ
ロ
リ
ー
メ
ー
タ 



(5) 

マ
イ
ク
ロ
波
掃
引
発
振
器
Ｂ
Ｓ
Ｏ
―
一
〇
Ｆ
Ｔ 

(4) 

レ
ー
ザ
ー
用
出
力
計 

(3) 

マ
イ
ク
ロ
波
デ
ジ
タ
ル
周
波
数
計 

本
器
は
、
レ
ー
ザ
ー
の
出
力
を
測
定
す
る
機
器
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ー
ザ
ー
と
は
、
誘
導
放
射
を
利
用

し
た
電
磁
波
増
幅
装
置
ま
た
は
電
磁
波
発
振
装
置
で
あ
つ
て
、
お
よ
そ
一
〇
〇
万
な
い
し
一
〇
億
メ
ガ
サ

イ
ク
ル
の
超
高
周
波
領
域
内
で
出
力
を
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。 

本
器
は
、
マ
イ
ク
ロ
波
帯
の
信
号
の
周
波
数
が
直
読
で
き
る
周
波
数
測
定
器
で
、
最
高
周
波
数
が
一 

五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
に
及
ん
で
い
る
。 

本
器
は
、
ミ
リ
波
帯
の
電
波
の
電
力
を
測
定
す
る
装
置
で
、
三
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
か
ら
一
〇

六
、
〇
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
の
超
高
周
波
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
。 

本
器
は
、
一
定
幅
の
標
準
周
波
数
の
信
号
を
繰
り
返
し
掃
引
発
生
し
、
電
子
機
器
の
特
性
を
測
定
す
る 

四 

 



(8) 

雑
音
指
数
測
定
器
Ｍ
Ｓ
七
一
Ｂ 

(7) 

サ
ー
モ
フ
ィ
ル
ム
電
力
計 

(6) 

ミ
リ
波
信
号
発
生
器
Ｍ
Ｓ
Ｇ
―
三
四
一 

本
器
は
、
ミ
リ
波
の
信
号
を
発
生
し
、
電
子
機
器
の
特
性
を
測
定
す
る
た
め
の
機
器
で
、
三
三
、
〇
〇

〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
か
ら
三
六
、
五
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
の
周
波
数
帯
を
も
つ
て
い
る
。 

た
め
の
機
器
で
、
八
、
二
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
か
ら
一
二
、
四
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
の
周
波
数
帯
を
も
つ
て

い
る
。 

本
器
は
、
マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
に
お
け
る
内
部
雑
音
の
発
生
の
度
合
を
測
定
す
る
機
器
で
、
二
〇
〇
メ

ガ
サ
イ
ク
ル
か
ら
一
六
、
五
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
の
周
波
数
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
。 

本
器
は
、
マ
イ
ク
ロ
波
帯
の
電
波
の
電
力
を
測
定
す
る
機
器
で
、
八
、
二
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
か
ら
一

二
、
四
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
の
超
高
周
波
数
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
。 

五 

 



3 

別
表
第
一
の
一
七
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
電
子
管
、
半
導
体
素
子
若
し
く
は
一
立
方
セ
ン
チ 

2 

別
表
第
一
の
一
六
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
陰
極
線
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
及
び
そ
の
部
分
品
）
に
該
当

す
る
も
の 

(2) 

シ
ン
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

(1) 

小
型
軽
量
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
化
五
〇
Ｍ
Ｃ
二
現
象
シ
ン
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

(9) 

電
界
強
度
測
定
器
Ｗ
Ｉ
―
三
形 

本
器
は
、
電
界
の
強
度
を
測
定
す
る
機
器
で
、
最
高
測
定
可
能
周
波
数
は
六
、
〇
〇
〇
メ
ガ
サ
イ
ク
ル

に
及
ん
で
い
る
。 

本
器
は
、
入
力
信
号
に
同
期
す
る
特
別
の
機
能
を
有
す
る
陰
極
線
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
で
、
電
気
パ
ル
ス

等
の
波
形
を
観
測
す
る
機
器
で
あ
る
。 

同
右 

六 

 



二 

本
件
十
三
品
目
に
つ
い
て
は
、
外
国
貿
易
お
よ
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
と
い
う
観
点
よ
り
、
輸
出
の
承

認
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。 

(2) 

Ｔ
Ｃ
―
一
Ａ
型
半
導
体
試
験
器 

(1) 

水
晶
式
膜
厚
監
視
装
置
Ｔ
Ｖ
Ｆ
―
一 

す
な
わ
ち
、
貿
易
は
も
と
よ
り
経
済
活
動
全
般
に
わ
た
つ
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
自
由
主
義
諸
国
と
の
協 

メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
部
分
品
の
個
数
が
四
以
上
の
電
子
回
路
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
の
製
造
機
械
及
び
試
験

装
置
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
附
属
品
及
び
制
御
装
置
）
に
該
当
す
る
も
の 

本
装
置
は
、
集
積
回
路
（
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
部
分
品
の
個
数
が
四
個
以
上
の
電
子
回

路
に
該
当
す
る
。
）
の
素
子
の
製
造
に
際
し
、
蒸
着
膜
厚
を
測
定
、
制
御
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。 

本
器
は
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
、
ダ
イ
オ
ー
ド
、
ツ
ェ
ナ
ダ
イ
オ
ー
ド
、
サ
ー
ミ
ス
タ
な
ど
広
範
囲
に
わ

た
る
半
導
体
素
子
の
特
性
を
測
定
す
る
た
め
の
総
合
試
験
器
で
あ
る
。 

七 

 



四 

わ
が
国
と
し
て
は
、
社
会
、
経
済
体
制
を
異
に
す
る
共
産
圏
諸
国
と
の
貿
易
に
つ
い
て
も
、
そ
の
拡
大
を
図

る
と
い
う
基
本
的
観
点
に
立
つ
て
積
極
的
に
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

輸
出
の
承
認
お
よ
び
不
承
認
は
、
行
政
指
導
ま
た
は
事
実
行
為
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
は
し
て
い
な
い
。 

三 

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
持
帰
り
品
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
そ
れ
が
日
本
を
離
れ
る
段
階
で
そ
の
適
否
を
審
査
す
る
必

要
が
あ
る
。 

輸
出
貿
易
管
理
令
に
基
づ
く
規
制
品
目
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
自
由
主
義
諸
国
と
の
協
調
体
制
を
保
持

し
つ
つ
、
技
術
革
新
の
進
展
、
こ
れ
ら
諸
国
の
動
向
等
を
考
慮
し
、
出
来
る
だ
け
輸
出
拡
大
を
図
る
と
い
う
観

点
か
ら
必
要
な
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。 

調
を
図
る
こ
と
が
、
わ
が
国
の
外
国
貿
易
の
発
展
ひ
い
て
は
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
の
た
め
必
要
で
あ
る
と

考
え
た
も
の
で
あ
る
。 

八 

 



 

九 

申
請
者
か
ら
、
輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、

書
面
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
明
確
な
行
政
処
分
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

か
か
る
輸
出
の
承
認
お
よ
び
不
承
認
の
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
お
よ
び
行
政
事
件
訴
訟

法
に
よ
る
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

な
お
、
輸
出
の
承
認
申
請
に
先
き
立
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
者
か
ら
、
承
認
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
問
合
わ
せ
が
あ
つ
た
場
合
に
、
そ
の
可
否
の
見
通
し
に
つ
い
て
申
請
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
申
請
者
の
利
便
に
な
る
と
の
考
え
に
基
づ
き
行
な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
十
三
品
目
に
つ
い
て 

も
、
こ
の
よ
う
な
問
合
わ
せ
が
あ
つ
た
の
で
本
件
処
理
の
見
通
し
を
あ
ら
か
じ
め
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
行
政
処
分
を
求
め
る
輸
出
承
認
申
請
の
道
を
閉
ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




